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平成２７年度 事業評価対象事業一覧

【事業再評価】審議案件

備　　考ＮＯ 路　線　名 区　　間 区　　分 延　長 所在地 事業者

４車線化

４車線化

４車線化ＮＥＸＣＯ東日本

千葉県 ＮＥＸＣＯ東日本

３
一般国道１２６号
　千葉東金道路

東金ＪＣＴ ～ 松尾横芝 一般国道 １５．７㎞ 千葉県

３７．５㎞ 長野県・新潟県 ＮＥＸＣＯ東日本

２ 東関東自動車道　千葉富津線 木更津南ＪＣＴ ～ 富津竹岡 高速自動車国道 ２０．７㎞

１ 関越自動車道　上越線 信濃町 ～ 上越ＪＣＴ 高速自動車国道

【事後評価】審議案件

備　　考事業者

一般国道４７号
府 富 般 道 宮城 東 本

ＮＯ 路　線　名 区　　間 区　　分 延　長 所在地

【以下、報告案件】

※上記の他、事業再評価案件として、国土交通省 関東地方整備局の事業評価監視委員会への委任審議案件

１
般国道４７号

　仙台北部道路
利府ＪＣＴ ～ 富谷 一般国道 １３．５㎞ 宮城県 ＮＥＸＣＯ東日本

備　　考

※上記の他 事業再評価案件として 国土交通省 関東地方整備局の事業評価監視委員会との合同審議案件

事業者

１
一般国道４６８号
　首都圏中央連絡自動車道

川島 ～ 五霞 一般国道 ３２．３㎞
埼玉県
茨城県

国土交通省
ＮＥＸＣＯ東日本

ＮＯ 路　線　名 区　　間 区　　分 延　長 所在地

※上記の他、事業再評価案件として、国土交通省 関東地方整備局の事業評価監視委員会との合同審議案件

備　　考

横浜横須賀道路（戸塚支線）
高速横浜環状南線

事業者

１
一般国道４６８号
　首都圏中央連絡自動車道

金沢 ～ 戸塚 一般国道 ８．９㎞ 神奈川県
国土交通省

ＮＥＸＣＯ東日本

ＮＯ 路　線　名 区　　間 区　　分 延　長 所在地
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平成２７年度 事業評価対象事業一覧
【事後評価】

青森東青森

小坂
大館北

八戸

高速自動車国道（供用中）

高速自動車国道（新直轄）（供用中）

高速自動車国道（事業中）

高速自動車国道（新直轄）（事業中）

一般有料道路（供用中）

凡　例【事後評価】
せんだいほくぶどうろ

仙台北部道路
りふ とみや

利府JCT～ 富谷
士別剣淵

名寄

小坂 八戸

安代
琴丘森岳

昭和男鹿半島
秋田北
河辺

花巻
岩城 東和

能代南

大曲
宮守

一般有料道路（事業中）

【事業再評価】※関東地方整備局 の委任審議

北見西

足寄

本別 本別
小樽

余市

深川

士別剣淵

訓子府

花巻
本荘 横手

北上 遠野

酒田みなと

鶴岡

あつみ温泉

朝日まほろば

尾花沢

東根月山

湯殿山

遊佐

宮

湯沢

白 境

【事業再評価】※関東地方整備局への委任審議

首都圏中央連絡自動車道
かわしま ごか

川島～五霞

釧路

千歳恵庭

苫小牧東

札幌

大沼公園

浦幌小樽

森

白糠

南陽高畠
山形上山

東根月山

村田

富谷

亘理
山元

相馬

米沢北

福島

新潟中央

長岡

荒川胎内

利府

山形

会津若松
南相馬
浪江 三郷

三郷南
大栄

稲敷

中央

つくば久喜白岡
鶴ヶ島

大泉

川口

成田

桶
川
北
本

潮来

鉾田

白
岡
菖
蒲

神崎

つくば
五
霞

境
古
河

【事業再評価】
（４車線化事業）
千葉東金道路

七飯
大沼公園

郡山

いわき

常磐富岡

上越

更埴

朝日

佐久小諸

栃
木
都
賀

会津若松 浪江

信濃町

三郷

高谷

大栄

松尾横芝

千葉東
宮野木

大泉 成田

東金

玉川

釜利谷

木更津東並木藤沢 栄

戸塚
木更津

あきる野

【事業再評価】
（４車線化事業）

【事業再評価】
（４車線化事業）
関越自動車道
上越線
しなのまち じょうえつ

千葉東金道路
とうがね まつおよこしば

東金JCT～松尾横芝

安曇野
佐久小諸

八千穂

高崎

藤岡
岩舟

賀

茨城町

茨城空港北

友部

鉾田

佐久南
富津竹岡

馬堀海岸
君津 （４車線化事業）

東関東自動車道 千葉富津線
きさらづみなみ ふっつたけおか

木更津南JCT～富津竹岡

しなのまち じょうえ

信濃町～上越JCT

【事業再評価】※関東地方整備局との合同審議

首都圏中央連絡自動車道
かなざわ とつか

金沢～戸塚
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平成２７年度 事業再評価における「重点」審議案件選定表（案）

◆重点審議抽出（事業再評価）
Ｂ/Ｃが1 0を下特に事業規模

が大きい事業
（億円）

Ｂ/Ｃが1.0を下
回る可能性が

ある事業

上段：全体
（下段：４車線化）

上段：全体
（下段：残事業）

その他
要因

備　　考種別 評価対象区間 選定事業
事業計画・社会
情勢変化が生じ
た著しい事業

（下段：４車線化） （下段：残事業）

1.3

〔1.3〕

1,942
（498）

関越自動車道 上越線 信濃町ＩＣ～上越ＪＣＴ 重点

東関東自動車道 千葉富津線 木更津南ＪＣＴ～富津竹岡ＩＣ 一般
1,287
（273）

3.3
〔3.1〕

般国道 号 葉東金道路 東金 松尾横芝 般
1 268 3 0

再評価

一般国道１２６号 千葉東金道路　東金ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ 一般
1,268
（182）

3.0
〔2.1〕
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東日本高速道路㈱事業評価監視委員会審議方法

■審議方法

東日本高速道路株式会社事業評価監視委員会の重点的かつ効率的な会議運営
に資することを目的に、対象事業を「重点」「一般」に分け、審議を実施。
選定基準に該当する項目がある案件を「重点」審議案件として選定し、重点的に議

論を行い対策方針(案)を決定するものとする。
選定基準に該当する項目がない案件については「一般」審議案件とし、対応方針選定基準に該当する項目がない案件については「 般」審議案件とし、対応方針

(案)を決定するものとする。

【委員会での審議の位置付け】
○東日本高速道路株式会社事業評価監視委員会運営要領
第７条 本運営要領に定めのない事項及び本運営要領の変更は委員会の審議で決第７条 本運営要領に定めのない事項及び本運営要領の変更は委員会の審議で決
定する。
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「重点」審議案件の選定基準の考え方

事業計画等の変
更が生じた事業

◆ルート変更、構造の大規模な変更により都市
計画変更を伴うもの、供用時期が遅れるもの等

対象案件

特に事業規模が大
きい事業

◆２，５００億円以上の事業
対象案件

将来B/Cが1.0を
下回る可能性のあ

る事業

◆B/C＜1.2
対象案件

る事業

◆評価単位や評価手法が見直しされた事業や
その他の要因

◆評価単位や評価手法が見直しされた事業や
特筆すべき事項がある場合等

対象案件

原則として、上記選定基準に該当する項目がある場合には「重点」審議案件とするが、
「一般」審議案件についても委員より「重点」審議案件として選定すべきとの提案が
あった案件については 「重点」審議案件とする
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あった案件については、「重点」審議案件とする。


